
岩手県医療局管理規程第 21号 

 医療局企業職員給与規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成 19 年 12 月 21 日 

                                          岩手県医療局長 法 貴   敬  

   医療局企業職員給与規程の一部を改正する規程 

 医療局企業職員給与規程（昭和 35年岩手県医療局管理規程第９号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （給与）  （給与） 

第２条 企業職員（臨時又は非常勤の企業職員を除く。）の給与

については、次項及び第３項に定めるものを除き、一般職の

職員の給与に関する条例（昭和28年岩手県条例第48号）の適

用を受ける職員及び技能職員等の給与に関する規則（昭和32

年岩手県規則第51号）の適用を受ける職員（以下「一般職の

職員」という。）の例による。 

第２条 企業職員（臨時又は非常勤の企業職員（地方公務員法

（昭和25年法律第261号）第28条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。）を除く。以下同

じ。）の給与については、次項から第５項までに定めるものを

除き、一般職の職員の給与に関する条例（昭和28年岩手県条

例第48号）の適用を受ける職員及び技能職員等の給与に関す

る規則（昭和32年岩手県規則第51号）の適用を受ける職員（以

下「一般職の職員」という。）の例による。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110

号）第２条第１項の規定により育児休業の承認を受けた職員

及び医療局企業職員就業規則（昭和39年岩手県医療局管理規

程第13号）第17条の３第１項の規定により部分休業の承認を

受けた職員の給与等については、職員の育児休業等に関する

条例（平成４年岩手県条例第７号）の適用を受ける職員の例

による。 

３ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110

号）第２条第３項の規定により育児休業の承認を受けた職員、

同法第10条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短

時間勤務の承認を受けた職員（同法第17条の規定による短時

間勤務をすることとなった職員を含む。）及び医療局企業職

員就業規則（昭和39年岩手県医療局管理規程第13号）第17条

の４第１項の規定により部分休業の承認を受けた職員の給与

等については、職員の育児休業等に関する条例（平成４年岩

手県条例第７号）の適用を受ける職員の例による。 

 ４ 医療局企業職員就業規則第17条の13第１項の規定により同

項に規定にする修学部分休業の承認を受けた職員の給与等に

ついては、職員の修学部分休業に関する条例（平成17年岩手

県条例第20号）の適用を受ける職員の例による。 

 ５ 職員の自己啓発等休業に関する条例（平成19年岩手県条例

第65号）第２条の規定により地方公務員法第26条の５第１項

に規定する自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与等につ

いては、同条例の適用を受ける職員の例による。 

４ ［略］ ６ ［略］ 

別表第３（第５条関係） 

種 類 
支給を受け

る者の範囲 
手当の額 

 ［略］ 

医師手

当 

(１) 病院

等に勤務 

勤務１月につき、給料月額

に100分の20から100分の25
 

別表第３（第５条関係） 

種 類
支給を受け

る者の範囲 
手当の額 

 ［略］ 

医師手

当 

(１) 病院

等に勤務 

勤務１月につき、給料月額

に100分の20から100分の25 
 



する医師

又は歯科

医師であ

る企業職

員 

までの範囲内で別に定める

割合を乗じて得た額を限度

として別に定める額（南光

病院長又は精神科病院等に

勤務する医師である企業職

員にあっては、当該額に付

表１の左欄に掲げる区分に

応じ同表の右欄に定める額

を加算した額）に370,000

円の範囲内で医療局長が定

める額を加算した額 

 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

する医師

又は歯科

医師であ

る企業職

員 

までの範囲内で別に定める

割合を乗じて得た額を限度

として別に定める額（南光

病院長又は精神科病院等に

勤務する医師である企業職

員にあっては、当該額に付

表１の左欄に掲げる区分に

応じ同表の右欄に定める額

を加算した額）に400,000

円の範囲内で医療局長が定

める額を加算した額 

 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規程は、平成 20年１月１日から施行する。 
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